
業務委託関係の特名随意契約結果一覧（平成２９年４月分）

No. 案　件　名　称 委託種目 契約の相手方
契約金額
（税込）

契約日 根拠法令
随意契約理由

（随意契約理由番号）
ＷＴＯ

1
安治川河底隧道エレベータ
保守点検業務委託

建物等各種
施設管理

日本オーチス・
エレベータ㈱

¥3,201,120 4月1日
地方自治法施行令第

167条の2第1項第2号 G3 -

2
湊町駅前東西線地下道昇降
機設備保守点検業務委託

建物等各種
施設管理

フジテック㈱ ¥4,315,680 4月1日
地方自治法施行令第

167条の2第1項第2号 G3 -

3
平成29年度　四ツ橋地下
連絡通路監視業務委託

－
グローブシップ
(株)

¥1,609,200 4月1日
地方自治法施行令第

167条の2第1項第6号 G28 -

4
平成29年度　湊町駅前東
西線（東側）地下通路監視
業務委託

－
鹿島建物総合管
理(株)

¥3,488,400 4月1日
地方自治法施行令第

167条の2第1項第6号 G28 -

5
道路橋梁総合管理システム
保守業務委託

情報処理 三菱電機(株) ¥60,696,000 4月1日
地方自治法施行令第

167条の2第1項第2号 G3 -

6
平成29年度　道路台帳シ
ステム保守業務委託

情報処理 (株) かんこう ¥1,982,664 4月1日
地方自治法施行令第

167条の2第1項第2号 G3 -

7
建設局・港湾局ATC庁舎通
信設備保守点検業務委託

建物等各種
施設管理

沖ウインテック
㈱

¥1,837,209 4月1日
地方自治法施行令第

167条の2第1項第2号 G3 -

8
下水道使用料調定収納シス
テム再構築に伴うデータ移
行等業務委託

情報処理
株式会社　日立
システムズ

¥1,927,584 4月1日
地方自治法施行令第

167条の2第1項第2号 G3 -

9
下水道総合情報システム保
守業務委託

情報処理 三菱電機(株) ¥64,044,000 4月1日
地方自治法施行令第

167条の2第1項第2号 G3 -
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10
下水汚泥等の収集運搬業務
委託

建物等各種
施設管理

大阪下水道運輸
事業（協）

¥303,221,075 4月1日
地方自治法施行令第

167条の2第1項第2号 G3 -

11
平野下水処理場産業廃棄物
収集運搬業務委託

建物等各種
施設管理

(有) ケイズプラ
ント

¥2,592,000 4月1日
地方自治法施行令第

167条の2第1項第6号 G26 -

12
大阪市準公営企業財務会計
システム保守業務委託

情報処理
（株）エヌ・ティ・
ティ・データ関西 ¥3,600,002 4月1日

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号 G3 -

13
工事積算システム保守業務
委託

情報処理 富士通(株) ¥48,600,000 4月1日
地方自治法施行令第

167条の2第1項第2号 G3 -

14
平成2９年度　平野下水処
理場汚泥溶融施設運転管理
業務委託

機械等施設
点検・運転

操作
日揮(株) ¥221,400,000 4月1日

地方公共団体の物品等
又は特定役務の調達手
続の特例を定める政令
第１１条第1項第2号

W2 -

15
平成2９年度　平野下水処
理場汚泥溶融炉電気設備点
検保守業務委託

建物等各種
施設管理

 (株) 明電エンジ
ニアリング

¥5,562,000 4月1日
地方自治法施行令第

167条の2第1項第２号 G3 -

16
平成2９年度　平野下水処
理場汚泥溶融炉計装設備点
検保守業務委託

建物等各種
施設管理

 (株) 産機テクノ
サービス

¥14,040,000 4月1日
地方自治法施行令第

167条の2第1項第２号 G3 -

17
平成29年度　舞洲スラッ
ジセンター汚泥溶融炉施設
運転管理業務委託

建物等各種
施設管理

月島機械・メタ
ウォーター・東芝特
定建設工事共同企業
体

¥482,760,000 4月1日

地方公共団体の物品等
又は特定役務の調達手
続の特例を定める政令
第１１条第1項第2号

W2 -

18
平成29年度　舞洲スラッジセン
ター汚泥脱水及び分離液処理施設
運転管理業務委託

建物等各種
施設管理

三菱化工機・日
揮特定建設工事
共同企業体

¥332,100,000 4月1日

地方公共団体の物品等
又は特定役務の調達手
続の特例を定める政令
第１１条第1項第2号

W2 -
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19
下水道科学館昇降機点検保
守業務委託

建物等各種
施設管理

日本エレベー
ター製造株式会
社

¥1,632,960 4月1日
地方自治法施行令第

167条の2第1項第２号 G3 -

20
平成29年度　舞洲スラッ
ジセンター脱水系電気設備
点検保守業務委託

建物等各種
施設管理

（株）産機テク
ノサービス

¥15,444,000 4月1日
地方自治法施行令第

167条の2第1項第２号 G3 -

21
平成29年度　舞洲スラッ
ジセンター溶融炉系電気設
備点検保守業務委託

建物等各種
施設管理

東芝電機サービ
ス（株）

¥10,476,000 4月1日
地方自治法施行令第

167条の2第1項第２号 G3 -

22
大阪市内一円下水道施設等
維持管理業務委託

－
クリアウォー
ターOSAKA株
式会社

¥94,000,068,000 4月1日
地方自治法施行令第

167条の2第1項第２号 G3 -

23
公園ナイター設備遠方監視制御装
置点検保守業務委託

通信設備保
守点検

三菱電機ビルテ
クノサービス㈱

¥2,774,520 4月1日
地方自治法施行令第

167条の2第1項第2号 G3 -

24
ユーカリ栽培管理及び供給
業務委託（その1）

植物管理 泉美興業㈱ ¥8,748,000 4月1日
地方自治法施行令第

167条の2第1項第2号 G3 -

25
ユーカリ栽培管理及び供給
業務委託（その2）

植物管理
古川庭樹園　代
表　古川　良造

¥5,292,000 4月1日
地方自治法施行令第

167条の2第1項第2号 G3 -

26
ユーカリ栽培管理及び供給
業務委託（その3）

植物管理
紀中森林組合
代表理事組合長
山本　羨也

¥7,408,800 4月1日
地方自治法施行令第

167条の2第1項第2号 G3 -

27
ユーカリ栽培管理及び供給
業務委託（その4）

植物管理
長浜ユーカリ組
合　代表　国房
勤

¥4,946,400 4月1日
地方自治法施行令第

167条の2第1項第2号 G3 -
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28
ユーカリ栽培管理及び供給
業務委託（その5）

植物管理
㈱コアラ・ユー
カリ園

¥9,795,600 4月1日
地方自治法施行令第

167条の2第1項第2号 G3 -
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１ 

随意契約理由書 

 

１ 委託名称 

   安治川河底隧道エレベータ保守点検業務委託 

 

２ 契約の相手方 

   日本オーチス・エレベータ株式会社 

 

３ 随意契約理由 

   本業務は、エレベータの利用者の安全確保及びエレベータの機能維持に必要な保守

点検を行うものである。 

本設備は、日本オーチス・エレベータ株式会社が設計製作したもので、点検業務にあ

たってはメーカー独自のノウハウが必要であり、故障原因の解析については製作会社し

かできない。また、製造物責任の所在を明確にさせるとともに、点検業務後の一貫した

保証を持たせる必要がある。さらに、万一の事故時に原因を緊急に調査し速やかに復旧

するためには当該エレベータの構造を熟知している技術者を常時確保していなければ

ならない。 

以上のことから、本業務を遂行できる業者は日本オーチス・エレベータ株式会社のみ

である。 

 

４ 根拠法令 

   地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

５ 担当部署 

建設局企画部工務課（道路公園設備担当） （電話番号 06-6615-7414） 

 



２ 

随意契約理由書 

 

１ 委託名称 

   湊町駅前東西線地下道昇降機設備保守点検業務委託 

 

２ 契約の相手方 

   フジテック株式会社 

 

３ 随意契約理由 

本業務は、エレベータの利用者の安全確保及びエレベータの機能維持に必要な保守点

検を行うものである。 

本設備は、フジテック株式会社が設計製作したもので、点検業務にあたってはメーカ

ー独自のノウハウが必要であり、故障原因の解析については製作会社しかできない。ま

た、製造物責任の所在を明確にさせるとともに、点検業務後の一貫した保証を持たせる

必要がある。さらに、万一の事故時に原因を緊急に調査し速やかに復旧するためには当

該昇降機設備の構造を熟知している技術者を常時確保していなければならない。 

以上のことから、本業務を遂行できる業者はフジテック株式会社のみである。 

 

４ 根拠法令 

   地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

５ 担当部署 

建設局企画部工務課（道路公園設備担当） （電話番号 06-6615-7414） 

 



３ 

随意契約理由書 

 

１ 委託名称 

   四ツ橋地下連絡通路エレベータ保守点検業務委託 

 

２ 契約の相手方 

   株式会社日立ビルシステム 

 

３ 随意契約理由 

本業務は、エレベータの利用者の安全確保及びエレベータの機能維持に必要な保守点

検を行うものである。      

本設備は、株式会社日立ビルシステムが設計製作したもので、点検業務にあたっては

メーカー独自のノウハウが必要であり、故障原因の解析については製作会社しかできな

い。また、製造物責任の所在を明確にさせるとともに、点検業務後の一貫した保証を持

たせる必要がある。さらに、万一の事故時に原因を緊急に調査し速やかに復旧するため

には当該エレベータの構造を熟知している技術者を常時確保していなければならない。 

以上のことから、本業務を遂行できる業者は株式会社日立ビルシステムのみである。 

 

４ 根拠法令 

   地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

５ 担当部署 

建設局企画部工務課（道路公園設備担当） （電話番号 06-6615-7414） 

 



４ 

随意契約理由書 

 

１ 委託名称 

   湊町駅前東西線地下道昇降機設備保守点検業務委託 

 

２ 契約の相手方 

   フジテック株式会社 

 

３ 随意契約理由 

本業務は、エレベータの利用者の安全確保及びエレベータの機能維持に必要な保守点

検を行うものである。 

本設備は、フジテック株式会社が設計製作したもので、点検業務にあたってはメーカ

ー独自のノウハウが必要であり、故障原因の解析については製作会社しかできない。ま

た、製造物責任の所在を明確にさせるとともに、点検業務後の一貫した保証を持たせる

必要がある。さらに、万一の事故時に原因を緊急に調査し速やかに復旧するためには当

該昇降機設備の構造を熟知している技術者を常時確保していなければならない。 

以上のことから、本業務を遂行できる業者はフジテック株式会社のみである。 

 

４ 根拠法令 

   地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

５ 担当部署 

建設局企画部工務課（道路公園設備担当） （電話番号 06-6615-7414） 

 



５ 

随意契約理由書 

 

 

１．委託名称 

道路橋梁総合管理システム保守業務委託 

 

２．契約の相手方 

三菱電機(株) 関西支社 

 

３．随意契約理由及び根拠法令 

本業務は、建設局における道路事業の運営に係る業務の迅速化および効率化を目的に構築

した、道路橋梁総合管理システムを運用するにあたり、各機能を適切に維持するとともに、

安定かつ円滑な運用および稼働環境を保持するため、システム障害やシステム端末機の操作

に関する対応、稼働管理およびシステム機能改善を行うものである。 

本システムは、三菱電機㈱が保有するパッケージソフトを基に、機器類・システム構成・

操作性の標準化を図り、設計・プログラミング・運用テストを繰り返し行い、開発した情報

システムであることから、同社保有の技術によって情報システムとしての性能を維持継続さ

せなければならず、他業者では本業務を実施することができない。 

以上のことから、政府調達に関する協定第 15条第１項(ｄ)の規定および地方自治法施行

令 167条の２第１項第２号の規定に基づき、上記業者に随意契約するものである。 

 

４．担当部署 

建設局企画部工務課（電話番号：06-6615-6421） 

 



 

６ 

随意契約理由書 

 
１ 案件名称 

平成29年度 道路台帳システム保守業務委託 

 

２ 契約相手方 

株式会社かんこう 

 

３ 随意契約理由 

本業務は、道路台帳調書データ及び道路台帳図データをシステム内で一元的に管理

し、道路台帳管理に係る業務の正確かつ効率的な遂行の支援を行うことを目的に構築

した、道路台帳システムの安定的な運用およびシステムを利用した道路台帳管理業務

を円滑に遂行するため、適切なデータ管理並びに正常なシステム環境を保守する業務

を行うものである。 

上記業者は、本システムの開発業者であり、システムの内容、運用方法、障害に対

応した技術情報等の知識を備えており、他業者では本業務を実施することができない。 

 以上のことから、上記業者に随意契約するものである。 

 

４ 根拠法令 

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 

 

５ 担当部署  
建設局総務部管財課（電話番号 06-6615-6482） 



７ 

随意契約理由書 

 

１ 委託名称 

建設局・港湾局ＡＴＣ庁舎通信設備保守点検業務委託 

 

２ 契約の相手方 

沖ウィンテック株式会社 関西支店 

 

３ 随意契約理由 

本業務は、ＡＴＣ庁舎事務室内に配備する電話交換機などの通信設備の保守点検業

務である。 

 当該設備により、市民対応や関係機関との連絡調整をはじめとする日常業務を行っ

ており、電話交換機に不具合が発生し不通となった場合、あらゆる行政サービスが実

施できないことから恒常的に通信環境を維持する必要がある。 

   なお、上記業者は、当該通信設備のシステム構築者であり、回線を利用した24時間

監視装置による緊急対応やシステム改修等を行うことのできる唯一の業者であること

から随意契約を行うものである。 

 

４ 根拠法令 

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 

 

５ 担当部署 

建設局総務部総務課(電話番号 06-6615-6420) 

 



８ 

随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

  下水道使用料調定収納システム再構築に伴うデータ移行等業務委託 

 

２ 契約の相手方 

  株式会社 日立システムズ 関西支社 

  （大阪市北区堂島浜１丁目２番１号） 

 

３ 随意契約理由書 

本業務委託は、下水道使用料調定収納システムの再構築に伴い、現行システムが保有

する「使用者情報」、「水量情報」、「調定・収納情報」などのデータを再構築後の新シス

テムへ移行する必要があり、それらのデータ抽出に必要となるシステム改修を委託する

ものである。 

本システムは上記業者が開発したものであり、同社保有の技術によってシステムの性

能を維持継続させなければならず、かつ改修後の一貫した責任と性能について保証を持

たせる必要があるので、システム開発業者でしか委託することができないため随意契約

を依頼するものである。 

 

４ 根拠法令 

  地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号 

 

５ 担当部署 

  建設局総務部経理課（下水道使用料担当）（電話番号 06-6615-7545） 

 



９ 

随意契約理由書 

 

１．委託名称 

下水道総合情報システム保守業務委託 

 

２．契約の相手方 

三菱電機(株) 関西支社 

 

３．随意契約理由及び根拠法令 

本業務は、建設局における下水道事業の運営に係る業務の迅速化および効率化を目的に構

築した、下水道総合情報システムを運用するにあたり、各機能を適切に維持するとともに、

安定かつ円滑な運用および稼働環境を保持するため、システム障害やシステム端末機の操作

に関する対応、稼働管理およびシステム機能改善を行うものである。 

本システムは、三菱電機㈱が保有するパッケージソフトを基に、機器類・システム構成・

操作性の標準化を図り、設計・プログラミング・運用テストを繰り返し行い、開発した情報

システムであることから、同社保有の技術によって情報システムとしての性能を維持継続さ

せなければならず、他業者では本業務を実施することができない。 

以上のことから、政府調達に関する協定第15条第１項(ｄ)の規定および地方自治法施行

令167条の２第１項第２号の規定に基づき、上記業者に随意契約するものである。 

 

４．担当部署 

建設局企画部工務課（電話番号：06-6615-6421） 



１０ 

随意契約理由書 

 
1 委託名称 

 下水汚泥等の収集運搬業務委託 

 

2 契約の相手方 

 大阪下水道運輸事業協同組合 

 

3 随意契約理由 

  本業務は、中浜下水処理場をはじめとする11下水処理場と41抽水所及び大野浚渫土砂

中継基地において、日々、発生するスクリーンかすや洗砂などの下水汚泥を収集し、当局

が指定する大阪市・八尾市・松原市環境施設組合などの処理施設へ運搬するものである。 

業務の履行にあたっては、下水処理機能を安定的に維持するために要する日常運搬のみ

ならず、緊急時における迅速な対応が求められ、更には、下水道法や同施行令の規定に基

づき、汚泥等の飛散に留意し適正に運搬する必要があるため、運搬車両には荷台に高い気

密性や水密性のある密閉構造を備え、かつ処理場や抽水所の搬出入設備の構造に適合する

特殊車両を保有することが必須である。 

現在、大阪市近隣において、これらの条件を満たす事業者は上記業者のみであるため、

随意契約を行うものである。 

 

4 根拠法令 

 地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号 

 

5 担当部署 

 建設局下水道河川部施設管理課（電話番号06-6615-7180） 

 



１１ 

随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

   平野下水処理場産業廃棄物収集運搬業務委託 

 

２ (有) ケイズプラント 

 

３ 随意契約理由 

本業務委託は、下水汚泥の高温溶融処理で発生する溶融スラグを当処理場から舞洲スラッ

ジセンターへ収集運搬するものである。 

主に、当処理場では住之江下水処理場その他で発生する日量約 1000トンの下水汚泥を高

温溶融処理し、日々、約8トンもの溶融スラグが発生する一方、溶融スラグを貯留するホッ

パ容量が少ないことから本業務により定期的に舞洲スラッジセンターへ搬出しているとこ

ろである。 

 今般、本業務の受注者の選定を行うべく平成29年2月13日に事後審査型制限付一般競争

入札を執行したところ、予定価格超過により契約に至らず、今後、改めて入札に付し受注者

を選定する場合、再入札に要する期間を考慮すると平成29年5月中旬の開札となるため、4

月1日から溶融スラグの搬出ができないことにより汚泥処理が行えず、市民生活に著しく悪

影響をおよぼすことから、早急に契約を行う必要がある。 

なお、受注者の選定にあたっては、本市入札参加資格登録（01建物等各種施設管理 16廃

棄物処理 03産業廃棄物(収集・運搬）を有し、かつ過去５年間において、本業務の履行実

績のある業者から見積書を徴取し、最低価格の提示のある事業者を契約相手方として選定す

る。 

     

４ 根拠法令 

   地方自治法施行令167条の2第1項第6号 

 

５ 担当部署 

   建設局 南部方面管理事務所 設備課（電話番号06-6686-5123） 

 



１２ 

随意契約理由書 

 

 

１．委託名称 

大阪市準公営企業財務会計システム保守業務委託 

 

２．契約の相手方 

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ関西 

 

３．随意契約理由 

当局並びに中央卸売市場・港湾局においては、効率的な準公営企業会計の財務処理と財務

諸表の整理・作成を行うことを目的として、準公営企業財務会計システム（以下、「システ

ム」という。）を平成24年４月から運用し、平成29年３月末まで保守業務を上記業者が行

っているところである。 

本業務は、次年度以降当該システムを運用するにあたり、各機能を適切に維持するととも

に、安定かつ円滑な運用及び稼働環境を保持するため、システム障害やシステム端末機の操

作に関する対応、稼働管理及びシステム機能の保守を行うものである。 

本システムは、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ関西が保有するパッケージソフトを基

に、機器類・システム構成・操作性の標準化を図り、設計・プログラミング・運用テストを

繰り返し行い、開発した情報システムであることから、同社保有の技術によってシステムと

しての性能を維持継続させなければならず、他業者では本業務を実施することができない。 

以上のことから、上記業者に随意契約するものである。 

 

４.根拠法令 

  地方自治法施行令167条の2第1項第2号 

 

５.履行期間 

  平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日 

 

６．担当部署 

建設局総務部経理課（電話番号06-6615-7535） 

 



１３ 

随意契約理由書 

 

 

１ 案件名称 

工事積算システム保守業務委託 

 

２ 契約相手方 

富士通㈱関西支社 

 

３ 随意契約理由 

本業務は、工事及び業務委託の積算基準・共通代価表等をデータベース化し、設計

積算業務の統一化を図るとともに、正確かつ迅速に作業することを目的に構築した、

工事積算システムの安定的な運用およびシステムを利用した積算業務を円滑に遂行す

るため、システム障害対応処理、ソフトウェア管理、基準データの管理保全等を行い、

適切なデータ管理並びに正常なシステム環境を保守する業務を行うものである。 

本システムは、富士通㈱が保有するパッケージソフトを基に、機器類・システム構

成・操作性の標準化を図り、設計・プログラミング・運用テストを繰り返し行い、開

発した情報処理システムである。 

そのため、本業務の履行にあたり、同社の保有する技術でなければ、本システムの

性能の維持継続が不可能であり、他業者では実施することができないため、上記業者

に随意契約するものである。 

  

４ 根拠法令 

政府調達に関する協定第 15条第１項(ｄ) 

地方自治法施行令 167条の２第１項第２号 

 

５ 担当部署 

建設局企画部工務課（電話番号 06-6615-6476） 

 



１４ 

随意契約理由書 
 
１ 委託名称 

平成29年度平野下水処理場汚泥溶融施設運転管理業務委託 

 

２ 契約の相手方 

 日揮株式会社 大阪事務所 

 

３ 随意契約理由 

 本業務委託は、平野下水処理場に設置している汚泥溶融施設の運転管理及び保守点検等

の業務を委託するものである。本汚泥溶融施設は下水処理過程で発生する汚泥を溶融処理

しスラグ化するもので、汚泥供給、汚泥乾燥、乾燥汚泥供給、竪型旋回溶融炉、熱回収、

排ガス処理、脱臭、スラグ処理、用役供給の各設備から構成され、本市独自の汚泥処理施

設として設計、施工されたものである。 

 本汚泥溶融施設は高温・高圧の溶融炉を安定した状態で連続運転しなければならないが、 

処理する汚泥の性状は常に変動するため、乾燥・溶融・熱回収・排ガス処理等の各工程の

運転状態は変動を受け、またこれらの各工程の運転状態は相互に即時影響することから、

一連の処理を構成する個々の工程はもとよりシステム全体についても常に適正な運転状態

に調整・維持しなければ、安定した汚泥処理工程が確保できない。 

溶融炉の燃焼異常等が発生した場合は溶融炉設備本体の焼損だけでなく、排出されるガ

スが規制値を超過するなどの市民生活に多大な影響を及ぼす可能性があるため、各設備の

運転状態は常時監視し適正な運転状態を確保しなければならない。また、変化や異常に対

してはシステム全体を熟知した上での迅速・的確な運転調整を行わなければならない。 

運転管理業務に並行して行う保守点検業務は各設備の日常点検・定期点検・定期自主検

査・簡易な故障対応を行い、安定した施設の運転を確保するための業務である。また、各

設備の状態を把握し定期的な測定・調整・分解清掃を行うことにより故障及び事故を未然

に防止し、万一の場合は緊急処置対応を行うものであり、運転管理業務と密接に関連して

行う必要がある。あわせて、運転管理及び保守点検業務において得られたデータを解析し、

本施設の保全計画を策定させることにより、別途実施している整備工事を効率的かつ、効

果的に行うことにより施設の安定的な稼動を確保することができる。 

以上のように本汚泥溶融施設の維持管理は専門性が高く、本施設の建設工事施工業の知

識、技術、経験が不可欠であり、総合的に一貫した維持管理体制を継続して実施する必要

がある。本汚泥溶融施設の運転管理及び保守点検並びに整備工事はこれまで本汚泥溶融施

設全体の機能を熟知した建設者の技術と経験により総合的に遂行され安定的な施設の保全

がなされており、業務における責任の一貫性が確保され性能の保証も担保されている。 

よって、本業務委託は「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定め

る政令」第十一条第１項第二号に該当するので、本施設の建設工事を施工し、かつ、施設

の運転管理を継続して受託してきた上記業者と随意契約を依頼するものである。 

 

４ 根拠法令 

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第2号 

 

５ 担当部署 

建設局 南部方面管理事務所 設備課（電話番号06-6686-5123） 

 



１５ 

随意契約理由書 

 
１ 案件名称 

   平成29年度 平野下水処理場汚泥溶融炉電気設備点検保守業務委託 

 

２ 契約の相手方 

   株式会社明電エンジニアリング 大阪営業所 

 

３ 随意契約理由 

今回点検保守を行う平野下水処理場汚泥溶融炉電気設備は平野下水処理場汚泥溶融炉の

運転に重要な役割を持つ受変電設備であるが、日常運転における重要な動力源の確保と電気

設備としての高い信頼性を維持させるため、大阪市自家用電気工作物保安規程等に基づき、

点検保守を行う必要がある。 

本設備は株式会社明電舎が設計製作したもので、点検保守に当たっては一貫したシステ 

ム構成を熟知し、最も適切な点検、測定、保守を実施するとともに、点検保守に伴う当該機

器の分解及び再組立を製作当初の設計に基づき、製作時と同一の手法を用いて行い、プラン

ト設備として従前と同等の性能を発揮させる必要がある。 

また、点検保守後の一貫した責任と性能についての保証を持たせる必要があり、製造物責

任の所在を明確にする観点から、他社にその点検保守はできない。 

以上のことから、本点検保守業務ができるのは製作会社からアフターサービス業務を移管

されている上記業者のみである。 

 

４ 根拠法令 

   地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号 

 

５ 担当部署 

   建設局 南部方面管理事務所 設備課（電話番号06-6686-5123） 

 



１６ 

随意契約理由書 

 
１ 案件名称 

   平成29年度 平野下水処理場汚泥溶融炉計装設備点検保守業務委託 

 

２ 契約の相手方 

   株式会社 産機テクノサービス 大阪事業所 

 

３ 随意契約理由 

今回点検保守を行う平野下水処理場汚泥溶融炉計装設備は、平野下水処理場汚泥溶融炉の

運転に重要な役割を持つ設備であるが、日常運転における計装設備としての高い信頼性を維

持させるため、本市基準等に基づき点検保守を行う必要がある。 

本設備は（株）日立製作所が設計製作したもので、点検保守に当たっては一貫したシステ

ム構成を熟知し、最も適切な点検、測定、保守を実施するとともに、点検保守に伴う当該機

器の分解及び再組立を製作当初の設計に基づき製作時と同一の手法を用いて行い、プラント

設備として従前と同等の性能を発揮させる必要がある。 

また、点検保守後の一貫した責任と性能についての保証を持たせる必要があるとともに、

製造物責任の所在を明確にする観点から他社にその点検保守はできない。 

なお、当初設計製作した（株）日立製作所の計装設備部門は事業統合等により現在（株）

日立ハイテクソリューションズとなっており、同社は計装設備の点検・修繕・部品納入を（株）

産機テクノサービスに業務移管している。 

以上のことから、本点検保守業務ができるのは製作会社製品のアフターサービス業務を移

管されている上記業者のみである。 

 

４ 根拠法令 

   地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号 

 

５ 担当部署 

   建設局 南部方面管理事務所 設備課（電話番号06-6686-5123） 



１７ 

随意契約理由書 
１ 委託名称 

平成29年度 舞洲スラッジセンター汚泥溶融炉施設運転管理業務委託 

 

２ 契約の相手方 

月島機械・メタウォーター・東芝特定建設工事共同企業 

 

３ 随意契約理由書 

 本業務委託は、舞洲スラッジセンターに設置している汚泥溶融炉施設の運転管理及び保守点検

等の業務を委託するものである。 

 本施設は市内の各下水処理場で発生する汚泥を溶融処理し、本市汚泥集中処理システムの中核

を成すものである。汚泥供給、汚泥乾燥、乾燥汚泥供給、立型旋回溶融炉、熱回収、排ガス処理、

脱臭、スラグ処理、用役供給等の各設備から構成され、本市独自の汚泥処理施設として設計、施

工されている。 

 本汚泥溶融炉施設は高温・高圧の溶融炉を安定した状態で連続運転しなければならないが、処

理対象の汚泥性状や負荷は常に変動する。このため、乾燥・溶融・熱回収・排ガス処理等の一連

の工程からなる複雑なシステムの個々の工程については元より、システム全体についても常に適

正な運転状態に調整・維持しなければ安定した汚泥処理工程が確保できない。 

溶融炉の燃焼異常等が発生した場合は溶融炉設備本体の重大焼損事故に発展する可能性があり、

燃焼異常等により排ガス処理に影響を及ぼした場合は排出されるガスが規制値を超過するなど、

異常の発生が直ちに市民生活に多大な影響を及ぼす。したがって異常時には迅速・的確な運転調

整を行なわなければならない。 

また運転管理業務に並行して行う保守点検業務は、安定した施設の運転を確保するため、各設

備の日常点検・定期保全点検・定期自主検査・簡易な故障対応を行うものである。各設備の電気

及び機械設備の腐食・磨耗・異常を確認し、機器の測定・調整・分解清掃等を行なうことにより

故障及び事故を未然に防止し、また点検結果を基に設計条件に適合した各機器の設定・調整を行

い、さらに万一の場合は緊急処置対応を行うものであるが、これらは運転管理業務と密接に関連

して行う必要がある。 

あわせて、運転管理及び保守点検業務において得られたデータを解析し、本施設の保全計画を

策定させることにより、別途実施している整備工事を効率的かつ効果的に行うことにより施設の

安定的な稼動を確保することができる。 

以上のように本汚泥溶融炉施設の維持管理は専門性が高く、本施設の建設請負者の知識、技術、

経験が不可欠であり、総合的に一貫した維持管理体制を維持する必要がある。 

本施設は、機械・電気設備一体の技術をもって月島機械・日本碍子・東芝特定建設工事共同企

業体（「メタウォーター(株)」は日本碍子(株)の事業継承会社）が設計製作及び施工したもので、

互いに複雑にシステム化されて稼動するものであるため、運転にはプラント設備全体の有機的な

連携が特に必要となる。したがって本業務委託を安全かつ効率的に遂行するためには、共同企業

体を構成することによって発揮される設計思想も含めた総合的なノウハウが不可欠である。また

共同企業体として業務における責任の一貫性を確保させ、性能の保証も担保する必要がある。 

以上のことから、本業務委託である運転管理及び保守点検業務ができる業者は月島機械・メタ

ウォーター・東芝特定建設工事共同企業体のみであるため上記業者に随意契約を依頼するもので

ある。 

 

４ 根拠法令 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第2号 

 

５ 担当部署 

建設局北部方面管理事務所 舞洲スラッジセンター（電話番号 06－6460－2830） 



１８ 

随意契約理由書 

１ 委託名称 

平成29年度 舞洲スラッジセンター汚泥脱水及び分離液処理施設運転管理業務委託 

 

２ 契約の相手方 

三菱化工機・日揮特定建設工事共同企業体 

 

３ 随意契約理由 

本業務委託は、舞洲スラッジセンターに設置している汚泥脱水及び脱水分離液処理を行

う施設の運転管理及び保守点検業務を委託するものである。 

委託対象となる施設は、市内７ヶ所の下水処理場で発生した消化汚泥を脱水するととも

に、これによって生じる脱水分離液を、その送水先である此花下水処理場での放流水質を

遵守するため、包含するアンモニアを送水前に低減処理するものである。施設は汚泥供給、

脱水用薬品供給、汚泥脱水、脱水分離液放散塔、酸化反応器、脱硝反応器等の機器から構

成され、汚泥脱水と分離液処理は一連のフローに従って行われる。またこれらの機器の監

視制御設備は一体の完結したシステムとして構築されており、構成機器全てが有機的に連

携して施設全体としての機能を発揮するように設計されている。 

さらにスラッジセンターが受入れる消化汚泥は、その量や質が時間単位で変動するため、

脱水設備の処理量もそれに応じて随時操作する必要がある。後段の脱水分離液処理設備も、

脱水設備の運転変更に追随して、迅速かつ的確に運転調整を行うことで施設全体として一

体管理しなければ、此花下水処理場への返流水質を適切に維持することができない。 

そのためには、一連の構成機器の機能と操作因子、およびそれが施設全体の機能に与え

る影響、各構成機器のトラブル発生時における設備機能の保全手法など、本施設の内容を

熟知し、安定運転を確保する上での十分な技術、知見を有している必要がある。 

しかし本施設のうちでも枢要な位置を占める脱水分離液処理設備は下水道界初の設備で

あり、設備運転に対するノウハウ、既往の知見もなく、故障その他のトラブル発生時には

設計上の思想にまで立ち戻り対策を講じている。またその根幹技術は建設工事の請負者で

ある三菱化工機・日揮特定建設工事共同企業体の両業者と本市が永年にわたって共同で研

究開発してきたもので、三者が共同で特許出願し、共同特許権を取得した特殊な設備であ

る。したがって、その設計理念の詳細は当該共同企業体以外の業者では、理解することが

困難である。また、共同企業体として運転の責任と性能についての保証を持たせる必要が

ある。 

以上のことから、本業務委託である運転管理及び保守点検業務ができる業者は三菱化工

機・日揮特定建設工事共同企業体のみであるため上記業者に随意契約方を依頼するもので

ある。 

 

４ 根拠法令 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第2号 

 

５ 担当部署 

 建設局北部方面管理事務所 舞洲スラッジセンター（電話番号 06-6460-2830） 



１９ 

随意契約理由書 

 

１ 委託名称 

下水道科学館昇降機点検保守業務委託 

 

２ 契約の相手方 

日本エレベーター製造㈱ 

 

３ 随意契約理由 

本業務は、常時使用する昇降機の安全確保及び機能維持に必要な保守点検を行うも

のである。 

本設備は、上記業者が設計製作したものであることから、点検業務にあたってはメ

ーカー独自のノウハウが必要であり、故障原因の解析については製作会社しかできな

い。また、製造物責任の所在を明確にさせるとともに、点検業務後の一貫した保証を

持たせる必要がある。 

さらに、万一の事故時に原因を緊急に調査し速やかに復旧するためには当該昇降機

の構造を熟知している技術者を常時確保していなければならないため、上記業者に随

意契約するものである。 

 

４ 根拠法令 

地方自治法施行令第１６７条の２ 第１項第２号 

 

５ 担当部署 

建設局 下水道河川部調整課（電話番号 ０６－６６１５－７５８９） 

 



２０ 

随意契約理由書 

 

１ 委 託 名 称 

  平成 29年度 舞洲スラッジセンター脱水系電気設備点検保守業務委託 

 

２ 契 約 相 手 方 

株式会社 産機テクノサービス 大阪事業所 

 

３ 随意契約理由 

今回委託する脱水系電気設備は、舞洲スラッジセンターの汚泥脱水設備及び脱水分離液処

理設備を安定稼動させ、設備の運転監視制御をするために重要な役割を持つ設備である。 

この内、受変電設備については、日常運転における重要な動力源の確保としての高い信頼性

を維持させるため、大阪市自家用電気工作物保安規程に基づき点検及び保守を行なうもので、

計装設備については、汚泥脱水設備及び脱水分離液処理設備の日常における重要な制御信号

の確保と、運転監視制御における高い信頼性を維持させるため点検及び保守を行なうもので

ある。 

本設備は、株式会社日立製作所が設計製作及び施工したもので、点検及び保守業務にあたっ

ては受変電設備及び計装設備としての一貫したシステム構成を熟知し、最も適切な点検、測定、

手入れを実施するとともに、点検及び保守に伴う当該機器の分解及び再組立てを製作当初の

設計に基づき、製作時と同一の手法を用いて行ない、プラント設備としての性能を継続維持さ

せなければならない。 

また、製造物責任の所在を明確にするため点検保守後の一貫した責任としての保障を持た

せる必要がある。 

なお、当初設計製作及び施工した株式会社日立製作の計装設備部門は事業統合等により現

在株式会社日立ハイテクソリューションズとなっており、同社は計装設備の点検・修繕・部品

納入を上記業者に業務移管している。 

以上のことから、本点検保守業務ができるのは、製作会社製品のアフターサービス業務を移

管されている上記業者のみである。 

 

４ 根 拠 法 令 

  地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

５ 担 当 部 署 

建設局 北部方面管理事務所 舞洲スラッジセンター(電話番号 06-6460-2830） 

 



２１ 

随意契約理由書 

 
１ 委託名称 

   平成29年度 舞洲スラッジセンター溶融炉系電気設備点検保守業務委託 

 

２ 契約の相手方 

  東芝電機サービス 株式会社 関西支店 

 

３ 随意契約理由 

 今回委託する溶融炉系電気設備は、舞洲スラッジセンターの汚泥溶融炉設備を安定稼

動させ、設備の運転監視制御をするために重要な役割を持つ設備であり、受変電設備は、

日常運転における重要な動力源の確保としての高い信頼性を維持させるため、大阪市自

家用電気工作物保安規程に基づき点検及び保守を行なうものである。 

 本設備は、株式会社 東芝が設計製作及び施工したもので、点検及び保守業務にあたっ

ては受変電設備としての一貫したシステム構成を熟知し、最も適切な点検、測定、手入れ

を実施するとともに、点検及び保守に伴う当該機器の分解及び再組立てを製作当初の設

計に基づき、製作時と同一の手法を用いて行ない、プラント設備としての性能を継続維持

させなければならない。 

また、製造物責任の所在を明確にするため、点検保守後の一貫した責任としての保証を

持たせる必要がある。 

以上のことから、本委託ができる業者は製作会社から本市へ納入している電気設備の

点検及び保守業務を移管されている東芝電機サービス株式会社のみである。 

 

４ 根拠法令 

  地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

５ 担当部署 

建設局 北部方面管理事務所 舞洲スラッジセンター（電話番号 06-6460-2830） 

 



 

２２ 

随意契約理由書 
 
 
１ 業務委託名称  
大阪市内一円下水道施設等維持管理業務委託 

 
２ 契 約 相 手 方  
クリアウォーターOSAKA株式会社 

 
３ 随意契約理由 

下水道事業は、府市統合本部会議において、大都市における成長戦略の観点から、経営形態の

あり方を抜本的に検討すべき事業の一つとして位置づけられ、同会議において、将来にわたって

下水道事業の持続性を確保するとともに、本市下水道事業が大阪の都市成長戦略にも寄与するた

め、下水道事業運営に対する更なる民間原理の導入による効率化を進めつつ、市が持つ技術・ノ

ウハウを幅広く活用し、収益増へつなげることができるようにすることが求められた。 

これを実現する手法として、本市が持つ下水道の技術・ノウハウを基にして、下水道事業の管

理運営を担う新たな会社（上部組織）を設立し、本市下水道事業に上下分離を導入するという基

本的方向性と新会社の設立準備が整うまでの平成25年度、26年度に、（一財）都市技術センター

を暫定活用した上下分離を実施するという工程が、同会議において確認され、大阪市外郭団体評

価委員会における承認を経て、平成25年度から28年度において同法人への随意契約により上下

分離を実施してきた。 

そして、これまでの（一財）都市技術センターを暫定活用した業務委託の実施において、膨大

な下水道施設について、平時だけでなく災害時においても的確に運転維持管理ができることにつ

いての検証・確認ができたため、平成28年7月に新会社（クリアウォーターOSAKA株式会社）を

設立した。 

クリアウォーターOSAKA株式会社は大阪市100%出資の株式会社で、技能職員の転籍を受け入れ

ることにより、大阪市において長年培ってきた職員の技術やノウハウは、クリアウォーターOSAKA

株式会社に確実に引き継ぐとともに、発展・高度化させていく。 

また、クリアウォーターOSAKA株式会社が民間原理を最大限活用することにより、本市が直接事

業実施するよりも管理運営費と建設費の縮減を図ることができることから、本業務を委託するも

のである。 

４ 根拠法令：地方自治法施行令第167条の2  第1項第2号 

５ 担当部署：建設局 下水道河川部調整課      (電話番号06－6615－7586) 

           下水道河川部施設管理課  (電話番号06－6615－6484 , 7289) 



２３ 

随意契約理由書 
 

１ 委託名称 

公園ナイター設備遠方監視制御装置点検保守業務委託 

 

２ 契約の相手方 

   三菱電機ビルテクノサービス（株） 

 

３ 随意契約理由 

本業務は、公園内の野球場、運動場、庭球場のナイター設備及びナイター設備の遠方監視

制御装置の点検並びに電源用受変電設備の故障監視及び照明制御状態の監視を行うものであ

る。 

本システムは、スケジュールサーバーから各ナイター施設の子局に通信信号を送信し、ナ

イターの点灯制御を行っているものであり、その伝送制御装置は機械監視を行うための通信

装置の機能も有しているものである。この伝送制御装置は三菱電機株式会社製のもので、本

システムの通信信号は、独自の方式によるものであり、通信信号仕様を他社に開示すること

はセキュリティーの観点から不可能である。また本装置の点検には製作会社専用のメンテナ

ンスツールを使用することが不可欠である。 

上記業者は、製作会社である三菱電機株式会社より本装置のメンテナンス業務を移管され

ている。よって上記業者でなければ本装置の点検整備や機械監視は行えない。 

 

４ 根拠法令 

   地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

５ 担当部署 

建設局企画部工務課（道路公園設備担当） （電話番号 06-6615-6468） 

 

 



２４ 

随意契約理由書 

１ 案件名称 

ユーカリ栽培管理及び供給業務委託委託（その１） 

 

２ 契約の相手方 

泉美興業株式会社 代表取締役 和上 賀一 

 

３ 随意契約理由 

    本業務は、当園が飼育するコアラを常に良好な健康状態で飼育・展示することを

目的として、コアラの唯一の餌であるユーカリ枝を、年間通じて安定供給するため

に栽培から枝の供給までの業務を委託するものである。 

コアラの餌であるユーカリは、生け花用等で市場に流通しているものとは品種が

異なり、新芽がついた新鮮なものでなければならないことから、市場での購入が不

可能であり、かつ、コアラは一頭、一頭嗜好が異なり、季節や年齢で変化するため

その嗜好にあうユーカリを栽培する必要がある。また、風水害の被害をうけやすい

というユーカリの特性から、リスク分散を考慮し複数の異なる栽培地での栽培が

必要である。 

上記業者は、過年度から本業務を受託し、当園のコアラが好む品種のユーカリ枝

の栽培経験と知識を有しており、また、コアラの嗜好の変化に応じて栽培品種の変

更が可能な栽培地が調達できる分散地栽培地域唯一の業者であるため、随意契約

を行うものである。 

 

４ 根拠法令 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

５ 担当部署 

建設局天王寺動物公園事務所（電話番号 06-6771－2174） 

 
 



２５ 

随意契約理由書 

 
 
１ 案件名称 

ユーカリ栽培管理及び供給業務委託委託（その２） 

 

２ 契約の相手方 

古川庭樹園 代表 古川 良造 

 

３ 随意契約理由 

    本業務は、当園が飼育するコアラを常に良好な健康状態で飼育・展示することを

目的として、コアラの唯一の餌であるユーカリ枝を、年間通じて安定供給するため

に栽培から枝の供給までの業務を委託するものである。 

コアラの餌であるユーカリは、生け花用等で市場に流通しているものとは品種が

異なり、新芽がついた新鮮なものでなければならないことから、市場での購入が不

可能であり、かつ、コアラは一頭、一頭嗜好が異なり、季節や年齢で変化するため

その嗜好にあうユーカリを栽培する必要がある。また、風水害の被害をうけやすい

というユーカリの特性から、リスク分散を考慮し複数の異なる栽培地での栽培が

必要である。 

上記業者は、過年度から本業務を受託し、当園のコアラが好む品種のユーカリ枝

の栽培経験と知識を有しており、また、コアラの嗜好の変化に応じて栽培品種の変

更が可能な栽培地が調達できる分散地栽培地域唯一の業者であるため、随意契約

を行うものである。 

 

４ 根拠法令 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

５ 担当部署 

建設局天王寺動物公園事務所（電話番号 06-6771－2174） 



 

２６ 

随意契約理由書 

 
１ 案件名称 

ユーカリ栽培管理及び供給業務委託委託（その３） 

 

２ 契約の相手方 

紀中森林組合 代表理事組合長 山本 羨也 

 

３ 随意契約理由 

    本業務は、当園が飼育するコアラを常に良好な健康状態で飼育・展示することを

目的として、コアラの唯一の餌であるユーカリ枝を、年間通じて安定供給するため

に栽培から枝の供給までの業務を委託するものである。 

コアラの餌であるユーカリは、生け花用等で市場に流通しているものとは品種が

異なり、新芽がついた新鮮なものでなければならないことから、市場での購入が不

可能であり、かつ、コアラは一頭、一頭嗜好が異なり、季節や年齢で変化するため

その嗜好にあうユーカリを栽培する必要がある。また、風水害の被害をうけやすい

というユーカリの特性から、リスク分散を考慮し複数の異なる栽培地での栽培が

必要である。 

上記業者は、過年度から本業務を受託し、当園のコアラが好む品種のユーカリ枝の

栽培経験と知識を有しており、また、コアラの嗜好の変化に応じて栽培品種の変更

が可能な栽培地が調達できる分散地栽培地域唯一の業者であるため、随意契約を

行うものである。 

 

４ 根拠法令 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

５ 担当部署 

建設局天王寺動物公園事務所（電話番号 06-6771－2174） 



 

２７ 

随意契約理由書 

 
１ 案件名称 

ユーカリ栽培管理及び供給業務委託委託（その４） 

 

２ 契約の相手方 

長浜ユーカリ組合 代表 国房 勤 

 

３ 随意契約理由 

    本業務は、当園が飼育するコアラを常に良好な健康状態で飼育・展示することを

目的として、コアラの唯一の餌であるユーカリ枝を、年間通じて安定供給するため

に栽培から枝の供給までの業務を委託するものである。 

コアラの餌であるユーカリは、生け花用等で市場に流通しているものとは品種が

異なり、新芽がついた新鮮なものでなければならないことから、市場での購入が不

可能であり、かつ、コアラは一頭、一頭嗜好が異なり、季節や年齢で変化するため

その嗜好にあうユーカリを栽培する必要がある。また、風水害の被害をうけやすい

というユーカリの特性から、リスク分散を考慮し複数の異なる栽培地での栽培が

必要である。 

上記業者は、過年度から本業務を受託し、当園のコアラが好む品種のユーカリ枝の

栽培経験と知識を有しており、また、コアラの嗜好の変化に応じて栽培品種の変更

が可能な栽培地が調達できる分散地栽培地域唯一の業者であるため、随意契約を

行うものである。 

 

４ 根拠法令 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

５ 担当部署 

建設局天王寺動物公園事務所（電話番号 06-6771－2174） 



 

２８ 

随意契約理由書 

 
１ 案件名称 

ユーカリ栽培管理及び供給業務委託委託（その５） 

 

２ 契約の相手方 

株式会社 コアラ・ユーカリ園 代表取締役 中野 糧 

 

３ 随意契約理由 

    本業務は、当園が飼育するコアラを常に良好な健康状態で飼育・展示することを

目的として、コアラの唯一の餌であるユーカリ枝を、年間通じて安定供給するため

に栽培から枝の供給までの業務を委託するものである。 

コアラの餌であるユーカリは、生け花用等で市場に流通しているものとは品種が

異なり、新芽がついた新鮮なものでなければならないことから、市場での購入が不

可能であり、かつ、コアラは一頭、一頭嗜好が異なり、季節や年齢で変化するため

その嗜好にあうユーカリを栽培する必要がある。また、風水害の被害をうけやすい

というユーカリの特性から、リスク分散を考慮し複数の異なる栽培地での栽培が

必要である。 

上記業者は、過年度から本業務を受託し、当園のコアラが好む品種のユーカリ枝の

栽培経験と知識を有しており、また、コアラの嗜好の変化に応じて栽培品種の変更

が可能な栽培地が調達できる分散地栽培地域唯一の業者であるため、随委契約を

行うものである。 

 

４ 根拠法令 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

５ 担当部署 

建設局天王寺動物公園事務所（電話番号 06-6771－2174） 


